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2024年3月 テクノ産業の休日カレンダー

■令和6 年4 月からの雇用保険料率
令和6 年4 月1 日から令和7 年3 月31 日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

（令和５年度と同率です。）
• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1,000 です。
（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000 です。）。
• 雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）も、引き続き3.5/1,000 です（建設の
事業は4.5/1,000 です。 ）。
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スタイルは異なりますがすべて一緒です。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

操作を元に戻す

Ｚ

元に戻した操作をやり直し Ctrl

Ｙ

＋

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

今年もあっ～
という間に2か月過ぎたてくのぉ！
寒暖の差が多くなるので体調には
気を付けて過ごしたいてくのぉ！

今回は健康保険や雇用保険のお知らせ！
日本は世界高水準のとも言われる

国民皆保険制度を採り入れているので
多額の医療費がかかるのを抑えられているし
万が一、高額になったとしても高額医療費制度
のおかげで自己負担額もさらに低く抑え
たりとさまざまな形になっいるてくのぉ
とは言っても健康が一番大事なので

健康診断や予防を心がけで
行きたいてくのぉ！
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令和6年4月から雇用保険料率は据置です

Wi -Fi 規格に対応したデバイスを使用する必要がありますのでご注意ください。

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用

する事業については一般の事業の率が適用されます。

（枠内の下段は令和５年４月～令和６年３月の雇用保険料率）

『てくのクテ』は、知っている方、知らない方を問わず、ＩＴに関する色々な疑問？？？や、テクノ産業から
皆さまにお伝えしたいことなどを配信したいと考えております。
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アカウント作成画面

＋

■アイコンから選択する
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得られる利益や配当が無期限で非課税になりま
す。これにより、長期的な投資が促進されます。

制度併用

令和6 年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3 月分（4 月納付分）※
からの適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4 月分（4 月納付分）から変更となります。

令和6年3月(４月納付)からの健康保険料率が変わります

▽令和6 年度都道府県単位保険料率▽

※40 歳から64 歳までの方（介護保険第2 号被保険者）は、健康保険料率に全国一律の
介護保険料率（1.60 ％）が加わります。厚生年金保険料は据置です。 

介護保険料率も変更になります
令和6 年2 月（3 月納付分）までの給与・賞与 令和6 年3 月分（4 月納付分）からの給与・賞与

1.82 ％ 1.6 ０％


	スライド 1
	スライド 2

